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【P.58「具体的取組① 福祉意識を高めよう」のとこ
ろ。】
　令和７年に「高次脳機能障害者支援法」が成立し令和
８年４月１日に施行。
　認知症も高次脳機能障害も、同じ器質性精神障害です
が、「共生社会の実現を推進するため の認知症基本
法」と「高次脳機能障害者支援法」という二つの法律で
別々に施策が講じられていくことになります。
　「認知症（若年性認知症や高次脳機能障害を含みま
す。）について知り、理解を深めます。」と記されてい
るところを、「認知症（若年性認知症を含みます）や高
次脳機能障害について知り、理解を深めます。」と直し
ていただけると嬉しく存じます。

　御意見を踏まえ、P58「認知症（若年性認知症や高次
脳機能障害を含みます。）について知り、理解を深めま
す。」から「認知症（若年性認知症を含みます）や高次
脳機能障害について知り、理解を深めます。 」に修正
します。

「白岡市第３期地域福祉計画・白岡市第３期地域福祉活動計画（案）」に係るパブリックコメントの結果について 
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